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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
特
定
複
合
観
光
施
設
の
区
域
整
備
計
画
の
審
査
の
進
捗
状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
令
和
四
年
四
月
二
十
七
日
に
大
阪
府
及
び
長
崎
県
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
特
定
複
合
観
光
施
設

区
域
の
整
備
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
本
件
区
域
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
定
め
ら
れ
た
「
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
た
め
の
基
本
的
な
方
針
」
（
令
和
二
年
十
二
月
十
八
日
特
定
複
合

観
光
施
設
区
域
整
備
推
進
本
部
決
定
。
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
国
土
交
通
省
に
設
け
ら
れ
た
有
識
者
か

ら
構
成
さ
れ
る
審
査
委
員
会
に
お
い
て
、
多
岐
に
わ
た
る
審
査
項
目
に
つ
い
て
審
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
該

審
査
委
員
会
は
、
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
後
現
在
ま
で
に
計
十
二
回
開
催
さ
れ
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

本
件
区
域
整
備
計
画
に
お
い
て
は
、
大
阪
府
及
び
長
崎
県
の
い
ず
れ
も
令
和
九
年
以
降
の
特
定
複
合
観
光
施
設
（
法
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
複
合
観
光
施
設
を
い
う
。
）
の
開
業
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
本



 

２ 

 

件
区
域
整
備
計
画
の
認
定
に
係
る
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
御
指
摘
の
「
建
築
費
と
土
木
工
事
費
」
等
の
中
長
期
的
な
水
準
の

変
化
へ
の
対
処
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
本
件
区
域
整
備
計
画
に
つ
い
て
、
基
本

方
針
に
定
め
ら
れ
た
審
査
の
基
準
を
踏
ま
え
、
建
設
費
の
高
騰
等
が
発
生
し
た
場
合
の
対
処
方
針
を
含
め
て
審
査
す
る
こ
と

と
し
て
い
る
。 


